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274 23 覆工コ
ンクリート
NATM)

施
工

23 覆工コ
ンクリート
NATM)

施
工

現 行

1）測定した単位水量が、配合設
計±15kg/m3の範囲にある場合は
そのまま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設
計±15を超え±20kg/m3の範囲に
ある場合は、水量変動の原因を調
査し、生コン製造者に改善を指示
し、その運搬車の生コンは打設す
る。その後、配合設計±15kg/m3
以内で安定するまで、運搬車の3
台毎に1回、単位水量の測定を行
う。
3）配合設計±20kg/m3の指示地を
越える場合は、生コンを打込まず
に、持ち帰らせ、水量変動の原因
を調査し、生コン製造業者に改善
を指示しなければならない。その
後の全運搬車の測定を行い、配合
設計±20kg/m3以内になることを
確認する。更に、配合設計
±15kg/m3以内で安定するまで、
運搬車の3台毎に1回、単位水量の
測定を行う。
なお、管理値または指示値を超え
る場合は1回に限り試験を実施す
ることができる。再試験を実施し
たい場合は2回の測定結果のう
ち、配合設計との差の絶対値の小
さい方で評価してよい。

２回／日（午前１回、午後１
回）、または構造物の重要度
と工事の規模に応じて１００
～１５０m3ごとに１回、およ
び荷卸し時に品質変化が認め
られたとき。

示方配合の単位水量の上限値は、粗
骨材の最大寸法が２０ｍｍ～２５ｍ
ｍの場合は１７５ｋｇ／ｍ3、４０ｍ
ｍの場合は１６５ｋｇ／ｍ3を基本と
する。

必
須
単位水量測定 「レディミクスト

コンクリートの品
質確保について」

1）測定した単位水量が、配合設
計±15kg/m3の範囲にある場合は
そのまま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設
計±15を超え±20kg/m3の範囲に
ある場合は、水量変動の原因を調
査し、生コン製造者に改善を指示
し、その運搬車の生コンは打設す
る。その後、配合設計±15kg/m3
以内で安定するまで、運搬車の3
台毎に1回、単位水量の測定を行
う。
3）配合設計±20kg/m3の指示地を
越える場合は、生コンを打込まず
に、持ち帰らせ、水量変動の原因
を調査し、生コン製造業者に改善
を指示しなければならない。その
後の全運搬車の測定を行い、配合
設計±20kg/m3以内になることを
確認する。更に、配合設計
±15kg/m3以内で安定するまで、
運搬車の3台毎に1回、単位水量の
測定を行う。
なお、管理値または指示値を超え
る場合は1回に限り試験を実施す
ることができる。再試験を実施し
たい場合は2回の測定結果のう
ち、配合設計との差の絶対値の小
さい方で評価してよい。

２回／日（午前１回、午後１
回）、または構造物の重要度
と工事の規模に応じて１００
～１５０m3ごとに１回、およ
び荷卸し時に品質変化が認め
られたとき。

改 訂

示方配合の単位水量の上限値は、粗
骨材の最大寸法が２０ｍｍ～２５ｍ
ｍの場合は１７５ｋｇ／ｍ3、４０ｍ
ｍの場合は１６５ｋｇ／ｍ3を基本と
する。

必
須
単位水量測定 「レディミクスト

コンクリートの品
質確保について」

1）測定した単位水量が、配合設
計±15kg/m3の範囲にある場合は
そのまま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設
計±15を超え±20kg/m3の範囲に
ある場合は、水量変動の原因を調
査し、生コン製造者に改善を指示
し、その運搬車の生コンは打設す
る。その後、配合設計±15kg/m3
以内で安定するまで、運搬車の3
台毎に1回、単位水量の測定を行
う。
3）配合設計±20kg/m3の指示地を
越える場合は、生コンを打込まず
に、持ち帰らせ、水量変動の原因
を調査し、生コン製造業者に改善
を指示しなければならない。その
後の全運搬車の測定を行い、配合
設計±20kg/m3以内になることを
確認する。更に、配合設計
±15kg/m3以内で安定するまで、
運搬車の3台毎に1回、単位水量の
測定を行う。
なお、管理値または指示値を超え
る場合は1回に限り試験を実施す
ることができる。再試験を実施し
たい場合は2回の測定結果のう
ち、配合設計との差の絶対値の小
さい方で評価してよい。

２回／日（午前１回、午後１
回）、または構造物の重要度
と工事の規模に応じて１００
～１５０m3ごとに１回、およ
び荷卸し時に品質変化が認め
られたとき。

示方配合の単位水量の上限値は、粗
骨材の最大寸法が２０ｍｍ～２５ｍ
ｍの場合は１７５ｋｇ／ｍ3、４０ｍ
ｍの場合は１６５ｋｇ／ｍ3を基本と
する。

単位水量測定 「レディミクスト
コンクリートの品
質確保について」

２回／日（午前１回、午後１
回）、または構造物の重要度
と工事の規模に応じて１００
～１５０m3ごとに１回、およ
び荷卸し時に品質変化が認め
られたとき。

※当面の間は「レディーミク
ストコンクリート単位水量測
定要領 平成19年4月 三重
県」による

示方配合の単位水量の上限値は、粗
骨材の最大寸法が２０ｍｍ～２５ｍ
ｍの場合は１７５ｋｇ／ｍ3、４０ｍ
ｍの場合は１６５ｋｇ／ｍ3を基本と
する。

単位水量測定 「レディミクスト
コンクリートの品
質確保について」

1）測定した単位水量が、配合設
計±15kg/m3の範囲にある場合は
そのまま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設
計±15を超え±20kg/m3の範囲に
ある場合は、水量変動の原因を調
査し、生コン製造者に改善を指示
し、その運搬車の生コンは打設す
る。その後、配合設計±15kg/m3
以内で安定するまで、運搬車の3
台毎に1回、単位水量の測定を行
う。
3）配合設計±20kg/m3の指示地を
越える場合は、生コンを打込まず
に、持ち帰らせ、水量変動の原因
を調査し、生コン製造業者に改善
を指示しなければならない。その
後の全運搬車の測定を行い、配合
設計±20kg/m3以内になることを
確認する。更に、配合設計
±15kg/m3以内で安定するまで、
運搬車の3台毎に1回、単位水量の
測定を行う。
なお、管理値または指示値を超え
る場合は1回に限り試験を実施す
ることができる。再試験を実施し
たい場合は2回の測定結果のう
ち、配合設計との差の絶対値の小
さい方で評価してよい。

２回／日（午前１回、午後１
回）、または構造物の重要度
と工事の規模に応じて１００
～１５０m3ごとに１回、およ
び荷卸し時に品質変化が認め
られたとき。

※当面の間は「レディーミク
ストコンクリート単位水量測
定要領 平成19年4月 三重
県」による

必
須
単位水量測定 「レディミクスト

コンクリートの品
質確保について」

1）測定した単位水量が、配合設
計±15kg/m3の範囲にある場合は
そのまま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設
計±15を超え±20kg/m3の範囲に
ある場合は、水量変動の原因を調
査し、生コン製造者に改善を指示
し、その運搬車の生コンは打設す
る。その後、配合設計±15kg/m3
以内で安定するまで、運搬車の3
台毎に1回、単位水量の測定を行
う。
3）配合設計±20kg/m3の指示地を
越える場合は、生コンを打込まず
に、持ち帰らせ、水量変動の原因
を調査し、生コン製造業者に改善
を指示しなければならない。その
後の全運搬車の測定を行い、配合
設計±20kg/m3以内になることを
確認する。更に、配合設計
±15kg/m3以内で安定するまで、
運搬車の3台毎に1回、単位水量の
測定を行う。
なお、管理値または指示値を超え
る場合は1回に限り試験を実施す
ることができる。再試験を実施し
たい場合は2回の測定結果のう
ち、配合設計との差の絶対値の小
さい方で評価してよい。

三重県公共工事共通仕様書改訂内容（平成１９年４月１日）

必
須

必
須

示方配合の単位水量の上限値は、粗
骨材の最大寸法が２０ｍｍ～２５ｍ
ｍの場合は１７５ｋｇ／ｍ3、４０ｍ
ｍの場合は１６５ｋｇ／ｍ3を基本と
する。

必
須
単位水量測定 「レディミクスト

コンクリートの品
質確保について」

1）測定した単位水量が、配合設
計±15kg/m3の範囲にある場合は
そのまま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設
計±15を超え±20kg/m3の範囲に
ある場合は、水量変動の原因を調
査し、生コン製造者に改善を指示
し、その運搬車の生コンは打設す
る。その後、配合設計±15kg/m3
以内で安定するまで、運搬車の3
台毎に1回、単位水量の測定を行
う。
3）配合設計±20kg/m3の指示地を
越える場合は、生コンを打込まず
に、持ち帰らせ、水量変動の原因
を調査し、生コン製造業者に改善
を指示しなければならない。その
後の全運搬車の測定を行い、配合
設計±20kg/m3以内になることを
確認する。更に、配合設計
±15kg/m3以内で安定するまで、
運搬車の3台毎に1回、単位水量の
測定を行う。
なお、管理値または指示値を超え
る場合は1回に限り試験を実施す
ることができる。再試験を実施し
たい場合は2回の測定結果のう
ち、配合設計との差の絶対値の小
さい方で評価してよい。

２回／日（午前１回、午後１
回）、または構造物の重要度
と工事の規模に応じて１００
～１５０m3ごとに１回、およ
び荷卸し時に品質変化が認め
られたとき。

※当面の間は「レディーミク
ストコンクリート単位水量測
定要領 平成19年4月 三重
県」による

示方配合の単位水量の上限値は、粗
骨材の最大寸法が２０ｍｍ～２５ｍ
ｍの場合は１７５ｋｇ／ｍ3、４０ｍ
ｍの場合は１６５ｋｇ／ｍ3を基本と
する。


